
令和５年度組織改正・人事異動

令和５年度の組織改正・人事異動について、本市の総合計画に掲げる重要な施策を 

推進するため機能の充実を図り、積極的に事業を推し進められるよう、下記のとおり

実施いたします。 

●組織数
令和４年度 令和５年度 増減 

部 １７ １８ １増（1 増 0 減） 

課 １２２ １２５ ３増（5 増 2 減） 

担当室 ２８ ３１ ３増（8 増 5 減） 

●部の改編

新設 
都市再生部 
▶松戸駅周辺のまちづくりを推進するため。

名称 
変更 

健康医療部 
▶業務効率化や業務連携の円滑化を図るために、健康福祉部と福祉長寿部の

所掌事務を見直し、組織の名称と所掌事務の関係をわかりやすいものとする

ため、健康福祉部から健康医療部に名称を変更する。

●新設する組織

課 

総務部 文書管理課 
▶文書管理統制などを強化するため。

環境部 清掃施設整備課 
▶新焼却施設建設に向けた体制を強化するため。

健康医療部 予防衛生課 
▶予防接種や公衆衛生業務などの体制を強化するため。

福祉長寿部 福祉政策課 
▶福祉の産学官連携やデータ収集・分析を強化するため。

建設部 用地課 
▶事業用地の取得体制強化と業務ノウハウの蓄積・継承のため。

松 戸 市 報 道 資 料

令和５年３月２４日 

1



担当室 

市民部 市民課 マイナンバーカード担当室 
▶マイナンバーカードの申請促進や交付の体制を強化するため。

経済振興部 にぎわい創造課 文化スポーツ振興担当室 
▶文化・スポーツを活用した取り組みや、施策のあり方を検討するため。

福祉長寿部 福祉政策課 地域福祉担当室 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、組織体制を見直した

ため。

福祉長寿部 生活支援課 保護第一担当室  保護第二担当室 
保護第三担当室  保護第四担当室 

▶生活支援一課と生活支援二課を統合し、４担当室体制とするため。

街づくり部 街づくり課 常盤平駅周辺まちづくり担当室 
▶常盤平駅周辺のまちづくりを推進するため。

係 
学校教育部 学習指導課 特別支援教育対策室 
▶特別支援教育の体制を強化するため。

●統合する組織

課 
福祉長寿部 生活支援課 
▶生活支援一課と生活支援二課を統合し組織の統制を強化するため。

●廃止する組織

課 
健康福祉部 地域福祉課 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、組織体制を見直した

ため。

担当室 

総務部 総務課 情報公開担当室 
▶文書管理課を新設したため。

環境部 廃棄物対策課 清掃施設担当室 
▶清掃施設整備課を新設したため。

健康福祉部 健康福祉政策課 生活・暮らし支援臨時特別給付金担当室 
▶事業終了のため。

福祉長寿部 地域包括ケア推進課 地域支援担当室 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、組織体制を見直した

ため。

街づくり部 建築指導課 指導調整室 
▶業務の効率化を図るため。
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●移管・名称変更する組織

課 

健康医療部 健康政策課 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、健康福祉部健康福祉

政策課から健康医療部健康政策課に名称を変更する。

子ども部 こども家庭センター 
▶全ての妊産婦・子育て世帯・子どもへ一体的な相談支援などを行う体制の

強化に併せ、子ども家庭相談課からこども家庭センターに名称を変更する。

健康医療部 国保年金課 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、福祉長寿部から健康

医療部に移管する。

都市再生部 松戸駅周辺整備振興課 
▶松戸駅周辺のまちづくりを強化するため、街づくり部から移管する。

都市再生部 新庁舎整備課 
▶新庁舎の整備を推進するため、オフィス・サービス創造課を総務部から移

管し、名称を変更する。

担当室 

健康医療部 予防衛生課 新型コロナウイルスワクチン接種担当室 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、健康福祉部健康推進

課から健康医療部予防衛生課に移管する。

健康医療部 国保年金課 収納担当室 
▶健康福祉部と福祉長寿部の所掌事務の見直しに伴い、福祉長寿部国保年金

課から健康医療部国保年金課に移管する。

※移管・名称変更する組織については、変更後の組織名称を記載

●令和５年４月１日付け人事異動
人事異動者総数   ５１６人（前年度 ４０３人） 

人事異動対象者数 ２,２８２人（前年度 ２，２７８人） 

人事異動率    ２２.６％（前年度 １７.７％） 

令和４年度退職者数 ９１人（内令和５年３月３１日付退職者数  ７１人） 

令和５年４月１日付採用者数 ７２人

※消防職、技能労務職、市立高校教諭、教員籍、病院医療職を除く

【本件に関する問い合わせ先】 
〒２７１－８５８８ 千葉県松戸市根本３８７－５ 

（組織定数）松戸市総務部行政経営課  ☎０４７－３６６－７３１１

ＦＡＸ０４７－３６６－６９１９ ✉ mcgyousei@city.matsudo.chiba.jp
（人事異動）松戸市総務部人事課  ☎０４７－３６６－７３０６

ＦＡＸ０４７－３６６－５６７４ ✉ mcjinji@city.matsudo.chiba.jp
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